
船舶事故等調査報告書 

平成２７年１１月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１５広第５４号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２７年４月２６日 ０３時３０分ごろ 

発生場所 山口県平生
ひ ら お

町佐合
さ ご う

島南西岸 

 周防
す お う

筏
いかだ

瀬灯標から真方位０３７°６６０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５２.１６′ 東経１３２°０３.６５′） 

事故等調査の経過  平成２７年５月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 太平
たいへい

丸、４９８トン 

 １３３４６３、井本船舶株式会社、有限会社八幸マリン（船舶借入人） 

 乗組員等に関する情報 船長、四級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船首船底部に凹損及び擦過傷 

 事故等の経過  本船は、船長ほか４人が乗り組み、船首約２.４ｍ、船尾約３.４ｍ

の喫水で、山口県光市牛
う

島北方沖を約１２ノットの対地速力で自動操

舵により東南東進した。 

 船長は、操舵スタンドの後方にある椅子に腰を掛け、単独の船橋当

直についていたところ、いつしか居眠りに陥り、目が覚めて前を向く

と右舷船首方に周防筏瀬灯標が見え、佐合島が近いことに気付き、左

舵一杯としたが、平成２７年４月２６日０３時３０分ごろ本船が佐合

島の南西岸に乗り揚げた。 

 船長は、乗組員の安全及び本船の損傷状況を確認した後、海上保安

庁、運航会社及び船舶所有者に乗り揚げたことを知らせた。 

 本船は、タグボートの引出し作業により離礁した後、自力で航行し

て阪神港神戸区に向かった。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風力 １、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の初期 

 その他の事項  船長は、視界が良く、周囲に航行の支障となる他船を見掛けなかっ

たので、気が緩んでしまったと思った。 

 船長は、本事故前日、早朝に約１時間、夕方から約３時間睡眠をと

っていた。 

 船長は、レーダーの接近警報を設定していなかった。 

 本船には、船橋航海当直警報装置がなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 

あり 



 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

なし 

なし 

 本船は、牛島北方沖を自動操舵で東南東進中、単独で船橋当直中の

船長が居眠りに陥ったことから、佐合島の南西岸に乗り揚げたものと

考えられる。 

 船長は、椅子に腰を掛けた姿勢で船橋当直を続け、視界も良く、周

囲に航行の支障となる他船を見掛けなかったので気が緩んだこと、及

び睡眠が不足していたことから、居眠りに陥った可能性があると考え

られる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、牛島北方沖を自動操舵で東南東進中、単

独で船橋当直中の船長が居眠りに陥ったため、佐合島の南西岸に乗り

揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・単独で船橋当直を行う者は、同じ姿勢で船橋当直を続けると眠気

を催すことがあるので、外に出て外気に当たるなどして眠気を防

止する措置をとること。 

 ・船橋航海当直警報装置の搭載義務対象船舶は、同装置を設置する

こと。 

 


